
 

 

 

 

 

令和３年９月２９日 

山    口    県 

総合評価方式における技術提案資料のうち「技能士等の活用（第１０号

様式）及びその添付資料」については、事務の簡素化のため、提出時期を

技術提案資料提出時から契約締結後に変更しています｡(令和３年４月以降) 

しかしながら、この変更に伴い、技術提案資料提出一覧表の「該当箇所

の“○”の記入漏れ」などが発生しています。 

技能士等の活用を指定する工種があった場合の活用の有無等について

は、「技術提案資料提出一覧表」中の該当箇所（“活用有り”または“活

用無し”等）への丸囲みによってのみ評価していますので、技術提案資料

の作成にあたっては、以下の点に十分ご留意ください。 

 【留意点】  

（１）入札公告において､技能士等の活用を指定する工種があった場合には 

  必ず技術提案資料提出一覧表※の該当箇所を○で囲む。 

 

（２）指定する工種の有無については、従来どおり入札公告別表２（総合評価の 

  評価項目及び技術提案資料の作成の留意事項）の注意書き（「（注＊）指定する 

  工種と職種」の欄）で確認する。  

 

 

 

 

 

 

 
 

M/標準
1 月 2 月 3 月 4 月

総合評価方式における技術提案資料作成にあたって

の留意点（技能士等の活用について）～お知らせ～ 

※ 特別簡易型：第２-１号様式、簡易型：第２-２号様式、標準型：第２-３号様式 

～特別簡易型で、【技能士】の“活用有り”の場合の記入例～ 
 

技能士以外（舗装施工管理技術者又はポンプ施設管理技術者）が指定されている
場合は、“１級”又は“２級”のどちらかに必ず○囲みをしてください。(この例
では、技能士以外が指定されていないため、評価項目を見え消ししています。) 

該当区分を 
○で囲む 



【技能士等の活用（第１０号様式及びその添付資料）について】

入札公告 別表２

入札公告 別表２の注意書き

（参考）

省 略

省 略

省 略

省 略

（例）

令和３年４月以降、技術提案資料提出時は「提出不要」となり、契約締結後、

施工計画書に添付して提出することになっています。（受注者のみ）

指定する工種の有無については、従前どおり入札公告

別表２の注意書きで確認してください。


